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諮問庁：外務大臣 

諮問日：令和元年６月２０日（令和元年（行情）諮問第１０２号） 

答申日：令和元年１１月６日（令和元年度（行情）答申第２８８号） 

事件名：「安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側に渡した質問状の控え」の

不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側に渡した質問状の控え」（以

下「本件対象文書」という。）につき，その全部を不開示とした決定は，

妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し，平成１６年９月１７日

付け情報公開第０３０２７号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問

庁」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，

その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）本件処分は，法の解釈適用を誤った違法な処分であり，本件処分を取

り消し，全部開示すべきである。 

（２）本件「決定等通知書」の「不開示事由」は，法の不開示事由に該当し

ない。 

（３）本件「決定等通知書」の「不開示事由」には，適法に処分理由が明示

されていないので，行政手続法に違反し，本件処分は無効である。 

（４）本件開示請求対象の情報は，既に新聞，テレビ等のマスコミに報道さ

れているものであり法の不開示事由に該当しない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

 外務省は，異議申立人が平成１６年８月１９日付けで行った開示請求

「平成１６年８月に北京で開かれた日朝実務者協議において安否不明の拉

致被害者に関する北朝鮮側に渡した質問状の控え及び同月以外で安否不明

の拉致被害者に関する北朝鮮側に渡した質問状の控え」に対し，法９条に

基づき，本件開示請求に係る対象文書を不開示とする原処分を行った（平

成１６年９月１７日付け情報公開第０３０２７号）。 

これに対し，異議申立人は，平成１６年９月２５日付けで，原処分を取
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り消すとの決定を求める旨の異議申立てを行った。 

２ 本件対象文書について 

 本件異議申立ての対象となる文書は，「安否不明の拉致被害者に関する

北朝鮮側に渡した質問状の控え」である。 

３ 不開示とした部分について 

本件対象文書は，公にすることを前提としない北朝鮮との会談の内容に

係る情報が記載されており，公にすることにより，北朝鮮との信頼関係が

損なわれるおそれがあり，また，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれが

あるため，法５条３号に基づき不開示とした。 

４ 異議申立人の主張について 

 異議申立人は，本件処分は法の解釈適用を誤った違法な処分である旨，

決定通知書の不開示理由は，法の不開示理由には該当せず，また，適法に

処分理由が明示されていないので，行政手続法に違反し本件処分は無効で

ある旨主張する。しかしながら，不開示に関する原処分の「決定理由」

は，北朝鮮との間でやり取りしている具体的な情報を我が国が一方的に公

にすることにより，外交当局間で一般的に維持されるべき相互の信頼が損

なわれ，拉致問題を含めた諸懸案解決に向けた北朝鮮との交渉に悪影響を

及ぼす等の場合を指し，これは法５条３号の不開示事由に該当する。 

 異議申立人は，本件開示請求の対象情報は，既に新聞，テレビ等のマス

コミに報道されているものであり法の不開示理由に該当しない旨主張す

る。しかしながら，諮問庁は本件開示請求の対象文書を精査した上で，本

件対象文書は，公にすることを前提としない北朝鮮との会談の内容に係る

情報が記載されており，公にすることにより，北朝鮮との信頼関係が損な

われるおそれがあり，また，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある

と諮問庁が判断し不開示としたものであり，異議申立人の主張は失当であ

る。 

 なお，諮問庁は，別件の行政文書開示請求に関し，平成１６年８月ない

し１１月に行われた日朝実務者協議の記録に係る９件の対象文書を全て不

開示とする決定を行ったが，これに対して提起された異議申立てに対する

平成２６年度（行情）答申第３１９号において，同決定は妥当であるとの

判断が下っている。したがって，日朝実務者協議の記録に係る本件対象文

書は，不開示とすることが相当である。 

５ 結論 

 上記の論拠に基づき，外務省としては，原処分を維持することが適当で

あると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和元年６月２０日  諮問の受理 
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   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年７月８日     審議 

   ④ 同年１０月８日    本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同年１１月１日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側に渡した質

問状の控え」である。 

諮問庁は，本件対象文書について，法５条３号に該当するとして不開示

とした原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果

に基づき，不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

本件対象文書には，拉致問題に関する日朝間のやり取りの一部が具体的

かつ詳細に記載されている。 

本件対象文書は，これを公にすることにより，拉致問題等の解決に向け

た北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めるこ

とにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開

示とすることが妥当である。 

３ 付言 

本件諮問は，異議申立て後，約１５年が経過してから行われていること

につき，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁か

らは，本件諮問に際して事実関係を確認するのに時間を要したとの説明が

あった。しかしながら，本件異議申立ての趣旨及び理由に照らしても，諮

問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものとは到底考え難く，本

件諮問は，遅きに失したといわざるを得ない。 

このような対応は，「簡易迅速な手続」による処理とはいえず，行政不

服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである。諮問

庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処理に当

たって，迅速かつ的確な対応が強く望まれる。 

 ４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その全部を法５条３号に該当す

るとして不開示とした決定については，同号に該当すると認められるので，

妥当であると判断した。 

（第２部会）  

委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 

 


